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商号の変更及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、2024年４月24日開催の取締役会において、下記のとおり商号の変更及び定款の一

部変更並びに取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について決議し、2024年５月

30日開催予定の第33回定時株主総会に付議することといたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．商号変更について  

（１）変更の理由  

  当社は、商標の登録が正式に完了したことを受けて、長年親しまれてきた商号に戻すことといた

します。 

（２）新商号（英語表記）  

株式会社マーキュリー（MERCURY Inc.）  

（３）変更予定日  

2024 年９月１日  

※ 本商号変更は、2024年５月30日開催予定の第33期定時株主総会において、「定款一

部変更の件」が承認されることが条件となります。  

 

２．定款の一部変更について  

（１）定款変更の理由  

上記１．に記載の商号変更を行うため、現行定款第１条（商号）を変更するものです。 

（２）変更の内容 

  変更内容は、以下のとおりであります。 

  

会 社 名 株 式 会 社 マ ー キ ュ リ ー リ ア ル テ ッ ク イ ノ ベ ー タ ー 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長   陣  隆 浩 

 （コード番号：5025 東証グロース）   

問合せ先 取 締 役 コ ー ポ レ ー ト 本 部 長  河 村  隆 博 

 （TEL : 03-5339-0950）  



 

                                （下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

第１章 総 則 第１章 総 則 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社マーキュリーリアルテック

イノベーターと称し、英文では、MERCURY 

REALTECH INNOVATOR Inc.と表示する。 

 

（新規） 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社マーキュリーと称し、英

文では、MERCURY Inc.と表示する。 

 

 

附則 

（商号変更の効力発生） 

定款第１条（商号）の変更は、2024年９月１

日に効力を生じるものとする。なお、本附則は、定

款第１条の変更の効力発生日経過後これを削除

する。 

 

（３）日程 

定款の一部変更のための株主総会開催日 2024年５月30日（木） 

定款の一部変更の効力発生日        2024年９月１日（日） 

 

３．役員人事について 

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 

（2024年５月30日開催予定の第33回定時株主総会に付議予定） 

氏名 新任・再任 役職・担当 

陣 隆浩 再任 代表取締役 

大寺 利幸 再任 取締役 事業部門担当 

河村 隆博 再任 取締役 コーポレート本部長兼経理部長 

樺島 弘明 再任 社外取締役 

 

以上 


